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稲沢市における女性職員活躍の推進に関する特定事業主行動計画 
 

令和８年３月 

                          稲沢市長 

                          稲沢市教育委員会 

                          稲沢市議会議長 

                          稲沢市選挙管理委員会 

                          稲沢市代表監査委員 

稲沢市公平委員会 

                          稲沢市農業委員会 

                          稲沢市消防長 

                          稲沢市病院事業管理者 

 

Ⅰ はじめに 

稲沢市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本

計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成

２７年法律第６４号。以下「法」という。）第１９条に基づき、稲沢市長、稲

沢市教育委員会、稲沢市議会議長、稲沢市選挙管理委員会、稲沢市代表監査委

員、稲沢市公平委員会、稲沢市農業委員会、稲沢市消防長及び稲沢市病院事業

管理者が策定する特定事業主行動計画です。 

令和３年に策定した先の本計画（計画期間：令和３年度～令和７年度）の実

施状況や達成状況の点検・評価等を行い、更なる女性活躍を目指すためにこの

計画を策定しました。 

 

Ⅱ 計画期間 

本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間

とします。 

 

Ⅲ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

本市では、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等

を行うことにより、組織全体で継続的に女性職員の活躍の推進に取り組みます。 
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Ⅳ 女性職員の活躍の現状及び活躍の推進に向けた目標 

法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基

づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１

号。以下「府令」という。）第２条に基づき、稲沢市長、稲沢市教育委員会、

稲沢市議会議長、稲沢市選挙管理委員会、稲沢市代表監査委員、稲沢市公平委

員会、稲沢市農業委員会、稲沢市消防長及び稲沢市病院事業管理者において、

女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情につ

いて分析を行いました。 

その結果を踏まえ、女性職員の活躍を推進するため各任命権者において共通

して取り組むべき目標を次のとおり定めます。 

 

１ 採用関係 

(1) 採用した職員に占める女性職員の割合 

区分 
現状 

（Ｒ７.４月採用） 

数値目標 

（Ｒ１３.４月採用） 

一般行政職 ４４．４％ 

一般行政職では毎年

度５０％となるよう努

める。 

技能労務職 － 

医師・歯科医師 ３７．５％ 

医療技術職 １００．０％ 

看護保健職 ８８．１％ 

会計年度任用職員 ８２．０％ 

※ 小数点以下第２位を四捨五入 

※ 暫定再任用職員を除く。 

【注】 本計画においては、職種、資格、任用形態等の各要素及び採用、

配置等の人事管理の一体性を考慮し上記表の区分による「職員のま

とまり」を設定するとともに、各特定事業主の対象職員を通算して

分析、目標設定等を行っています。 

    府令第２条第２項において、特定の項目は、職員のまとまり（職

種、資格、任用形態、勤務形態その他の要素に基づき、特定の職員

のまとまりごとに人事の事務を行うことを予定している場合、それ
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ぞれの職員のまとまりをいいます。）ごとに把握しなければならな

い、とされています。本計画では、職員のまとまりを次のとおりと

しています。 

一般行政職 

行政職給料表(1)、水道企業職給料表及び病院企業職給料表(1)の適

用を受ける職員 

技能労務職 

行政職給料表(2)及び病院企業職給料表(2)の適用を受ける技能員及

び業務員 

医師・歯科医師 

病院医療職給料表(1)の適用を受ける医療職員 

医療技術職 

病院医療職給料表(2)の適用を受ける医療職員 

看護保健職 

病院医療職給料表(3)の適用を受ける医療職員 

会計年度任用職員 

地方公務員法（昭和２５年法律第２５１号）第２２条の２に基づき

任用された職員 

 

令和７年４月１日付け採用職員では、一般行政職、医師・歯科医師について

は女性職員の採用が５０％を下回りました。女性職員が活躍できる組織である

ためには、女性職員を偏りなくバランスよく確保していくことは極めて重要で

す。一般行政職において、採用者の女性割合が令和１２年度まで毎年度５０％

となることを目標とします。また、女性の採用試験受験者数の十分な確保を目

指します。 
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２ 継続就業及び仕事と家庭の両立関係 

(1) 継続勤務年数の男女の差異 

区分 
現状 

（Ｒ７.３末現在） 

一般行政職 女 １４年 ４月 

男 １７年 ９月 

技能労務職 女 ２１年 ９月 

男 ３０年 ９月 

医師・歯科医師 女  ２年 ８月 

男  ８年 ０月 

医療技術職 女 １２年 ９月 

男 １３年 ６月 

看護保健職 女 １０年 ７月 

男 １０年１１月 

   ※ 任期に定めのある職員（暫定再任用、会計年度任用職員等）は除く。 

 

 (2) 男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況 

〇育児休業取得率 

区分 
現状（Ｒ６年度） 数値目標 

（Ｒ１２年度） 男 女 

一般行政職 ７２．７％ １００．０％ 

一般行政職の男性

の一週間以上の取得

率を９０％とする。 

技能労務職 ― ― 

医師・歯科医師 ― ― 

医療技術職 ５０％ １００．０％ 

看護保健職 １００％ １００．０％ 

※ 小数点以下第２位を四捨五入 

   ※ 任期に定めのある職員（暫定再任用、会計年度任用職員等）は除く。 
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〇育児休業取得期間の状況（Ｒ６年度） 

【男性職員】 

区分 
半年未満 半年以上 

１年未満 

１年以上 

一般行政職 ８人 ２人 １人 

技術労務職 ― ― ― 

医師・歯科医師 ０人 ０人 ０人 

医療技術職 ３人 ０人 ０人 

看護保健職 １人 ０人 ０人 

【女性職員】 

区分 
１年未満 １年以上 

１年半未満 

１年半以上 

２年未満 

２年以上 

一般行政職 ５人 ３人 ５人 ２人 

技術労務職 ０人 ０人 ０人 ０人 

医師・歯科医師 ０人 ０人 ０人 ０人 

医療技術職 ０人 １人 ０人 ０人 

看護保健職 ２人 ２人 １人 ４人 

  ※ 月の中途からの取得又は月の中途での満了は該当月を算入 

※ 任期に定めのある職員（暫定再任用、会計年度任用職員等）は除く。 

 

制度を利用できることとなった女性職員は、出産後に１００％育児休業を取

得しています。今後も１００％を継続していきます。 

男性職員も近年は育児休業を取得することが当たり前という空気が醸成され

つつあり、取得率が急激に伸びてきています。今後、一層男性職員に対する育

児休業制度の周知・浸透を目指し、令和１２年度の男性職員の育児休暇取得率

の目標を、一般行政職では一週間以上の取得を９０％とします。 
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(3) 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び取得期

間の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇の取得については、合計

取得率は育児休業と同様に取得率の急激な向上が見られますが、５日以上取得

率は低い水準となっています。これらの休暇について、制度の周知を引き続き

行います。 

  

区分 
合計取得率 

（Ｒ６年度） 

一般行政職 ６６．７％ 

技能労務職 ― 

医師・歯科医師 ― 

医療技術職 １００．０％ 

看護保健職 ０％ 

５日以上取得率 ２８．６％ 

※ 小数点以下第２位を四捨五入 
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３ 長時間勤務関係 

 (1) 職員一人当たりの各月ごとの正規の勤務時間を超えて勤務した時間 

※ 小数点以下第２位を四捨五入 

※ 一般行政職（消防、病院を除く。）について集計したものです。＊ 

※ 管理職を含めず集計しています。管理職については、今後実態の把握、

改善に努めます。＊ 

※ この項目は、内部部局等（本庁勤務職員）と内部部局等以外（本庁外

勤務職員）で把握することとなっています。＊ 

＊については、下表も同様です。 

 (2) 超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数 

超過勤務の縮減は、全ての職員の切実な願いであり、超過勤務は公務のため

の臨時又は緊急の必要がある場合にのみ行われる勤務であるという認識の周知

徹底と超過勤務の縮減をすべての職種区分の職員において目指します。 

 

４ 配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係 

(1) 管理的地位（主幹職以上）にある職員に占める女性職員の割合 

区分 
現状 

（Ｒ７.４.１） 

数値目標 

（Ｒ１３.４.１） 

一般行政職 ２０．３％ 

一般行政職における主幹職以上の管理

的地位にある職員に占める女性職員の

割合を２５．０％とする。 

技能労務職 － 

医師・歯科医師 １４．７％ 

医療技術職 ３７．５％ 

看護保健職 １００．０％ 

現状（R６年度） （単位 時間） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

15.1 11.8 9.9 9.0 6.8 8.6 12.1 9.0 8.2 9.7 9.2 14.7 

現状（R６年度） （単位 人） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

15.1 11.8 9.9 9.0 6.8 8.6 12.1 9.0 8.2 9.7 9.2 14.7 
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  ※ 小数点以下第２位を四捨五入 

※ 医師・歯科医師については、給料表における位置づけ等を他の職種

区分と比較して相当すると考えられる役職段階での集計です。 
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(2) 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率 

区分 
令和２年度 

（Ｒ２.４.１） 

現状 

（Ｒ７.４.１） 

一般行政職 主査級 ３０．３％ ３６．１％ 

主幹級 ２７．６％ ２４．８％ 

課長級 １４．６％ ９．８％ 

部・次長級 ４．２％ １１．１％ 

医師・歯科医師 主幹級 ４２．９％ ２３．１％ 

課長級 ０．０％ １１．１％ 

部・次長級 ０．０％ ０．０％ 

医療技術職 主査級 ３３．３％ ４５．５％ 

主幹級 ４４．４％ ５０．０％ 

課長級 ２５．０％ ５０．０％ 

部・次長級 ０．０％ ０．０％ 

看護保健職 主査級 ９３．６％ ９３．９％ 

主幹級 １００．０％ １００．０％ 

課長級 １００．０％ １００．０％ 

部・次長級 １００．０％ １００．０％ 

  ※ 小数点以下第２位を四捨五入 

 

現状と５年前の各役職段階にある職員に占める女性職員の割合を比較する

と、一部低下した項目もありますが、多くの項目で割合の上昇を確認できまし

た。女性職員の活躍を促し登用を拡大するためには、特に女性職員に対する計

画的な人材育成が必要であることから、令和１２年度までに各職種区分におい

て確実な人材プールの形成を目指します。 

 

５ ハラスメント等対策の整備状況 

令和６年１１月に「稲沢市職員のハラスメント防止に関する要綱」を制定し、

責務の明確化や相談体制、研修義務化などを整備しました。令和７年度からハ
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ラスメント防止研修を実施し、新任管理職員を中心に受講させています。さら

に令和８年度からはハラスメントの専門知識を持つ外部の相談窓口を設置する

ことで、相談者がより安心して相談できる体制の整備を進めていきます。 

 

Ⅴ 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期 

Ⅳで掲げた目標の達成に向け、稲沢市長、稲沢市教育委員会、稲沢市議会議

長、稲沢市選挙管理委員会、稲沢市代表監査委員、稲沢市公平委員会、稲沢市

農業委員会、稲沢市消防長及び稲沢市病院事業管理者において、共通して次に

掲げる取組を実施します。 

 

１ 採用関係 

女性に対する育児支援制度等の活用実績を分かりやすく示し、安心して働

ける職場環境を具体的にホームページ等でＰＲすることで、受験申込者数の

増加につなげます。 

   

２ 継続就業及び仕事と家庭の両立関係 

令和８年度以降も引き続き機会を捉え、庁議などを通じて職場優先の環境

や固定的な性別役割分担意識の是正を進め、各種両立支援制度（育児休業、

配偶者出産休暇、介護休暇等）を利用しやすい職場環境の醸成に努めます。  

子どもの出生時における特別休暇や介護休暇の取得などライフイベント

に応じた休暇取得を促進するため、柔軟な働き方に資する休暇について引き

続き周知します。 

各種休業制度等を利用しようとする職員へ手続等の質問・相談に応じるこ

とはもちろん希望や必要に応じて過去に休暇制度等を利用した職員を紹介

するなど経験や情報の共有に資するよう努めます。 

 

３ 長時間勤務関係 

時間外勤務の縮減に向けて、各所属における時間外勤務の状況を的確に把

握し、管理職へ共有することで認識の徹底を図ります。特に時間外勤務が多

い所属については、業務内容や執行体制を丁寧に確認し、業務分担や進め方
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の見直しを行います。 

また、ＤＸの推進により業務の簡略化・効率化を図るとともに、業務改善

研修やマニュアル作成研修を実施し、職員一人ひとりが効率的に業務を遂行

できるよう取り組みます。さらに、開庁時間の見直しや窓口対応の工夫によ

り、業務の集中と分散を図り、時間外勤務の抑制につなげます。 

加えて、定時退庁を促進するためのノー残業デーの実施徹底や管理職によ

る率先した行動を通じて、職員が安心して退庁できる職場風土の醸成に努め

ます。あわせて、柔軟な勤務時間の活用や職員同士の相互支援体制の整備を

進め、全体として時間外勤務の縮減を目指します。 

 

４ 配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係 

女性職員の活躍を推進するため、積極的に外部研修への派遣や内部研修の

充実により、主体的なキャリア形成を支援します。あわせて、個別面談を通

じた育成方針の明確化と柔軟な人事配置を進めます。さらに、多様なポスト

への配置機会を広げ、経験の幅を高めます。 

加えて、女性特有の健康上の課題への理解促進や相談しやすい環境づくり

に配慮し、安心して働き続けられる職場環境を整備します。これらの取組を

通じて、意欲ある人材の成長と組織全体の活力向上を図ります。 


